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育児実践プログラム 

被害者の視点を取り入れた教育の一環として、元 

助産師を講師にお招きし、生命の尊さを学びます。 

製 品 企 画 科 

農園芸・陶芸・木工作品を制作すると 

ともに、販売会議を行います。 

また製品は、院内展示のほか、奈良市 

中心部での商業イベントや、地域住民対 

象の施設見学会で販売しています。 

 

 

 

 

 

                            オリジナル看板で宣伝します。 

３級（２か月間） ２級（６～７か月間） １級（３か月間）

・院生活の意欲を高める。 

・自分の問題性を考える。 

・自分の問題解決に努める。 

・非行の重大性を認識し、被害者心情や社会感情の理解を促進する。 

・職業人として必要な態度・技術・資格等を身に付ける。 

・出院後の生活設計を確立する。 

・自律的な社会生活への心構えを固める。 

入 

院 

出 

院 
     は、 

家庭裁判所で少年院送致決定を受けた 男子少年に対し 各種矯正教育を行う、国立の施設です。 

 社会適応過程Ⅱ（第１種少年院送致決定者対象）・社会適応過程Ⅳ（第２種少年院送致決定者対象） 

   自己統制力を高め、健全な価値観を養い、堅実に生活する習慣を身に付けるための各種指導を重点的に行います。 

 

 支援教育課程Ⅱ（第１種少年院送致決定者対象）  ◁◁ 令和８年１月 新設 

   障害等その特性に応じた、社会生活に適応する生活態度・対人関係を身に付けるための各種指導を行います。 

資 格 取 得 等 

高所作業者特別講習、小型車両系建設機械など 

の資格取得のほか、希望者は高等学校卒業程度認 

定試験を受験します。令和７年度より公文式学習 

を導入し、基礎学力定着を図っています。 

体 育 指 導 

季節に応じたスポーツを行い、各種大会を行っています。 

 

オリエンテーション・行動訓練 

院生活の心構えや日課、課題の説 

明をします。 

 

 

 

 

行動訓練は、基本的な動 

作の習得と体力を身に付け 

ることを目的とします。 

在院者の「肥大化した自己像」や 

「弱小化した自己観」から「等身大の自分」へ 

少年と職員がともに学び、変化し、成長する関係性の構築 

実践知と理論を融合させた 

各種支援の継続的改善 

職員の専門性と人間力の向上を 

通じた「支援の質」の最大化 

正しく社会につながる 必要な教育をぶれずに実践 

社 会 復 帰 支 援 

 

 

出院後の帰住先確保や、ハローワーク等と

連携して就業を支援します。 

社 会 貢 献 活 動 

近隣の老人ホームでの清掃活動 

や、ため池周辺の除草作業を行い 

ます。地域貢献を通じて、自己有 

用感のかん養を目指します。 

特 別 活 動 

少年が主体的に活動できるプログラムを設けています。 

「２０歳を迎える式典」や「意見発表会」等は、来賓や該当少年 

の保護者を招待し、少年の成長を皆で温かく応援します。 

 
  ～ 育ち育て もっと優しくつながる社会を ～ 

 

 

～ 一人ひとりに寄り添い その人に合った「しあわせ」を実現する ～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法務省  奈 良 少 年 院 

《 所在地・電話番号 》 

〒 ６３１－０８１１ 奈良市秋篠町１１２２番地 

☎ （０７４２）４５－４６８１ 

 

《 ア ク セ ス 》 

近鉄電車「大和西大寺」駅下車 

大和西大寺駅北口から押熊行（奈良交通バス）に乗車 

「北秋篠」バス停で下車 徒歩５分 

《 沿  革 》 

昭和２８年 ４月  男子特別少年院として、現在地に 

「奈良少年院」を設置する。 

昭和２９年 ４月  収容を開始する。 

昭和３２年 ９月  中等少年院に指定変更する。 

昭和３９年     運動場造成中に埴輪が出土し、当院

敷地に古墳があったことが明らかとな

る。当古墳は「奈良少年院古墳」と命

名される。 

昭和５２年 ３月  中等少年院及び特別少年院に種別変

更する。 

平 成 元 年１２月  全面改築工事を開始する。 

平 成 ５ 年 ９月  生活訓練課程及び職業能力開発課程

施設に指定される。 

平 成 ６ 年１０月  新築落成式を挙行する。 

平 成 ９ 年 ８月  初等少年院に追加指定される。 

平成１５年 ４月  教室棟が完成する。 

平成２７年 ３月  第二運動場を新設する。 

平成２７年 ６月  新少年院法施行により、第１種・第

２種・第４種少年院に指定される。 

令 和 ４ 年 ４月  少年法等改正により、第５種少年院

に追加指定される。 

令 和 ８ 年 １月  支援教育課程施設に指定される。 

《 奈良の景観に配慮した設計 》 

当院は「奈良市あやめ池風致地区」内に位置し、 

厳しい建築基準のもとに設計されています。 

 「第１０回公共の色彩賞」を受賞した施設です。 

《 奈良少年院提携キャラクター まんとくん 》 

 当院における各種の広報活動、矯正教育及び社会復帰支援に係る活動で、 

幅広く活躍しています。 

奈良少年院 ● 

  

～ 育ち育て もっと優しくつながる社会を ～ 

Our Mission 

  

  ともに育てよう、 つながるチカラ。つなげるチカラ。 

   ～ 一人ひとりに寄り添い その人に合った「しあわせ」を実現する ～ 


